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令和４年度末に退職予定のみなさまへ
　退職される組合員の方は、退職と同時に公立学校共済組合の組合員資格を喪失することとな
り、退職に伴う様々な手続きが必要となります。
　必要な手続きについては、随時ご案内いたしますので、お手元に届いた書類等に沿ってお手
続きをお願いします。
　なお、退職予定者説明会（正職員向け）で配布した冊子については、公立学校共済組合高知
支部のホームページ＞高知支部について＞刊行物＞退職予定者説明会資料 に掲載しています
ので、参考資料としてご覧いただけます。

　　退職後の組合員証等の速やかな返却について
　　（お願い）

　退職すると、公立学校共済組合の組合員の資格を喪失するため、退職日の翌日以降は、当共
済組合が交付した組合員証や被扶養者証等は使用できません。
　退職後は速やかに退職時の所属所を通じて組合員証等を返却してください。
※退職後、再任用職員（フルタイム）となる方等、組合員資格が引き続く場合は組合員証等の

返納が不要な場合もあります。詳しくは冊子「退職されるみなさまへ」をご覧ください。

退職後の医療保険制度のご案内

　退職後は国民皆保険制度により何らかの医療保険制度（※）に加入することになります。
　どの医療保険制度に加入するのかは、退職後の状況により異なります。
　ご自身にあった健康保険制度へ加入手続きを行ってください。
　（※）医療費の窓口自己負担額について：どの医療保険制度に加入しても、本人・家族（入

院・外来）の自己負担額は３割です。ただし、７０歳～７４歳は一般２割、現職並所
得者３割、就学前児童は２割。
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スタート

　　

②、③、④から選択

②家族が加入している医療保険の
　被扶養者となる
③公立学校共済組合の
　「任意継続組合員」となる
④市区町村の「国民健康保険」に
　加入する

公立学校共済組合の任意継続組合員制度について
　退職日まで引き続き１年と１日以上組合員であった方が、退職日の日から起算して20日以
内に手続きを行うことにより、退職後も最長２年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受けるこ
とができます。
※令和４年度末退職者の場合は、最終期限が令和５年４月１９日（水）です。
　最終期限までに、「任意継続組合員申出書」の提出及び「任意継続掛金の払込み」の両方の
　手続きが必要です。（法律で定められています。）
詳細は、退職予定者向け冊子「退職されるみなさまへ」をご覧ください。

任意継続組合員の加入申込の事前受付を行っています ! !
　年度末退職予定者のうち、任意継続組合員への加入を希望される方につ
いて事前受付を行っています。
　令和5年2月17日までに任意継続組合員申出書をご提出いただき、任意
継続掛金の払込みが完了された方には、令和5年4月1日以降に使用できる
任意継続組合員証等を令和5年3月末に送付いたします。

お知らせ

退職後に再就職する

再就職先に医療保険制度が
ある　　　　　　　　　　

①再就職先で健康保険または
共済組合加入　　　　　

【このページについてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813

はい

はい

いいえ

いいえ
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年金を受け取るために退職時に行う
手続きについて（一般組合員のみ）

　一般組合員（◎）が退職する時の手続きは、老齢厚生年金の受給要件を満たしていない方と、
すでに老齢厚生年金が決定されている方で異なります。
◎正規職員、再任用職員（フルタイム勤務）、任期付き任用職員（フルタイム勤務）である組合員

老齢厚生年金の受給要件

次の①～③を満たしていること
①生年月日に応じた支給開始年齢に達していること
②厚生年金被保険者期間があること（公立学校共済組合の組合員期間も該当します。）
③受給資格期間が10年以上あること（上記②の期間や国民年金に加入していた期間等を通算した期間）

生年月日 年齢

昭和３０年４月２日～昭和３２年４月１日 ６２歳

昭和３２年４月２日～昭和３４年４月１日 ６３歳

昭和３４年４月２日～昭和３６年４月１日 ６４歳

昭和３６年４月２日以後 ６５歳

※厚生年金被保険者期間が１年未満の方の支給開始年齢は、65歳です。

支給開始年齢（厚生年金被保険者期間が１年以上の場合）

老齢厚生年金の受給要件を満たしていない方

◆退職時に提出する書類：退職届書

　「退職届書」を提出すると、将来の年金決定に備えて厚生年金被保険者期間や標準報酬等が登録さ
れます。登録が完了した方は年金待機者となります。

●年金を受け取るための手続き
　年金待機者の方が年金を受け取るには、支給開始年齢に達したときに年金の請求手続きが必要です。
手続きに必要な書類は、支給開始年齢に達する約２～３ヵ月前に当共済組合や他の実施機関（注）か
ら登録住所に送付されます。
（注）老齢厚生年金の決定等を行う機関（当共済組合や日本年金機構、日本私立学校振興・共済事業団等）のこ

とです。原則として、最後に加入した実施機関から年金請求に必要な書類が送付されます。

令和４年11月
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すでに老齢厚生年金が決定している方

◆退職時に提出する書類：年金改定請求書等

　「年金改定請求書」を提出すると、退職するまでの厚生年金被保険者期間や標準報酬等を含めて年
金額が改定されます。また、年金の支給停止が解除され、年金が支給されます。

●年金の支給日
　年金は、受給要件を満たした月や改定事由（退職）が発生した月の翌月分から支給されます。
　支給日は年６回、偶数月の１５日（土・日・祝日に当たる場合は直前の平日）です。支給月の前月
までの２ヵ月分が、請求時に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

＊注意＊
３月末に「年金改定請求書」を提出した方の年金支給
３月末退職者の年金額の改定手続きについては、給与情報と退職の事実を確認する必要があるため、
一定の期間を要します。改定後の年金の支給は８月を予定しています。

令和４年度末退職予定者の方の年金に
係る手続きについて（一般組合員のみ）

生年月日が昭和３４年４月２日以降の方

退職予定者説明会等で、順次、該当組合員へ必要書類を送付します。
提出書類：退職届書
提出期限：令和５年４月６日

生年月日が昭和３４年４月１日以前の方

令和５年２月下旬以降、該当組合員へ必要書類を直接送付します。
提出書類：年金改定請求書等
提出期限：送付書類に記載された提出期限

◆以下のとおり、生年月日によって手続きが分かれております。

【提出先】
公立学校共済組合高知支部　
〒７８０－０８５０　高知市丸ノ内１丁目７－５２

　キリンの一日の睡眠時間は約20分。そのうち、体も脳も完全に休んでいる時間はわずか1～2分といわれ
ている。

雑学コーナー
キリンの
睡眠時間

【このページについてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813
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